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第１回小林市・高原町・野尻町合併協議会次第 
 

 

１ 開  会 

２ 会長あいさつ       小林市長  堀 泰一郎 

３ 副会長あいさつ      高原町長  日高 光浩 

野尻町長  長瀬 道大 

４ 来賓あいさつ       宮崎県知事 東国原 英夫 様 

５ 委員等委嘱 

６ 委員、顧問、監事紹介 

７ 幹事、事務局紹介 

８ 議長選出（規約第１０条の規定に基づき会長） 

９ 議  事 

 

① 報告事項 

報告第１号 小林市・高原町・野尻町合併協議会の設置に至る経緯について 

報告第２号 小林市・高原町・野尻町合併協議会規約及び協議書について 

報告第３号 小林市・高原町・野尻町合併協議会幹事会規程について 

報告第４号 小林市・高原町・野尻町合併協議会専門部会規程及び小林市・高原町・野尻町

合併協議会分科会規程について 

報告第５号 小林市・高原町・野尻町合併協議会事務局規程について 

報告第６号 小林市・高原町・野尻町合併協議会財務規程について 

報告第７号 小林市・高原町・野尻町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程について 

報告第８号 小林市・高原町・野尻町合併協議会組織体制について 
 

② 協議事項 

協議第１号 小林市・高原町・野尻町合併協議会会議運営規程について 

協議第２号 小林市・高原町・野尻町合併協議会会議傍聴要領について 

協議第３号 小林市・高原町・野尻町合併協議会小委員会設置規程について 

協議第４号 小林市・高原町・野尻町合併協議会会議録等閲覧規程について 

協議第５号 平成２０年度小林市・高原町・野尻町合併協議会事業計画について 

協議第６号 平成２０年度小林市・高原町・野尻町合併協議会予算について 

協議第７号 小林市・高原町・野尻町合併協議会のスケジュールについて 

協議第８号 合併協定項目について 

協議第９号 事務事業一元化の基本的な考え方について 

協議第 10号 合併の方式について 

協議第 11号 合併の期日について 

協議第 12号 新市の名称について 

協議第 13号 新市の事務所の位置について 

協議第 14号 小委員会付託事項について 

協議第 15号 新市基本計画策定方針について 
 

③ 確認事項 第２回小林市・高原町・野尻町合併協議会開催について 
 

10 そ の 他 

 

11 閉  会
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第１回 小林市・高原町・野尻町合併協議会 出席者 

小林市・高原町・野尻町合併協議会委員 

 １．会 長 小林市長   堀 泰一郎    １７．委 員      龍神 豊美 

 ２．副会長 高原町長   日高 光浩    １８． 〃       坂下実千代 

 ３． 〃  野尻町長   長瀬 道大    １９． 〃       入佐 廣登 

 ４．委 員        中屋敷慶次    ２０． 〃       清水 公雄 

 ５． 〃         小畠 利春    ２１． 〃       前原 淳一 

 ６． 〃         西道 紀一    ２２． 〃       竹之内昭一 

 ７． 〃         久保田恭弘    ２３． 〃       丸山  崇 

 ８． 〃         首藤美也子    ２４． 〃       瀬戸口美智子 

 ９・ 〃         松元 朝則    ２５． 〃       原田 富雄 

 １０．〃         永野 本助    ２６． 〃       淵上 貞継 

 １１．〃         山田 福雄    ２７． 〃       福本 誠作 

 １２．〃         種子田與市    ２８． 〃       杉元 豊人 

 １３．〃         坂本 新平    ２９． 〃       赤崎 峯雄 

 １４．〃         西岡 長成    ３０． 〃       見越南州男 

 １５．〃         下別府 明    ３１． 〃       楠元フタミ 

 １６．〃         高岩都津子    ３２． 〃       竹山 昭徳 

   

 （ 顧 問 ） 

宮崎県市町村合併支援室長  坂本 義広   宮崎県西諸県農林振興局長  後藤田 悦男 

 

 （ 監 事 ） 

高原町 中園 康與    野尻町 酒匂 重成 

 

 （ 幹 事 ） 

小林市 末元 三夫     高原町 福留 宜文     野尻町 内村 明生 

    肥後 正弘         高妻 経信         谷元 弘朗 

    殿所多美雄         久保田芳人 

    南崎淳一郎 

    久米 勝彦 
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 （ 事務局 ） 

事務局長   倉園 凡生      事務局員   野口 健史 

事務局次長  谷川 浩二       〃     柴内 敏彦 

事務局員   鶴水 義広       〃     芝田 和之 

 〃     税所 將晃       〃     馬場 倫代 

 〃     水町 洋明       〃     楠元いず美 

 

 （ 欠席者 ） 

野尻町    吉田 哲幸 

 

以上、（ 敬称略 ） 
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午後１時30分開会 

 

 皆さんこんにちは。案内をしておりました時間となりました。本日は合併協議

会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。私は、本日の進行

役を務めさせていただきますシステムグループリーダーの水町と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、ただいまより会議を開催いたします。 

 まず、本日の会議につきましては、３２名の委員の皆さんが御出席でございま

す。したがいまして、小林市・高原町・野尻町合併協議会規約第１０条の規定に

よりまして、会議の定足数に達しておりますので、本会議は成立していることを

前もって報告いたします。 

 また、協議会規約第６条に、会長、副会長は１市２町の長が協議して選任する

と規定されています。その協議の結果、会長に小林市長、副会長に高原町長、野

尻町長がそれぞれ就任されましたことを報告いたします。 

 それでは、まず本協議会の会長であります堀市長にごあいさつをお願いいたし

ます。 

 皆さんこんにちは。本日第１回目の小林市・高原町・野尻町合併協議会を開催

するに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 このたびは、御多忙な中に、協議会委員の職をお引き受けいただきました皆様

方に、心から厚くお礼を申し上げます。 

 近年、国の厳しい財政状況や急速に進む少子高齢化など、市町村を取り巻く状

況がますます厳しくなる中、地方分権の推進や道州制の論議が活発化するなど、

私ども市町村は将来に向けまして、今まさに大きな変革の時期を迎えておるとこ

ろであります。住民に最も身近な基礎的自治体であります市町村は、広域化する

生活圏や経済圏に対応したまちづくりや、高度な住民サービス、また地方分権時

代にふさわしい行財政基盤の強化や自治能力の向上などが求められておりまし

て、市町村合併はその有効な方策の一つであります。 

 さて、西諸地域では、旧合併特例法下での合併を目指しまして、平成１６年

４月に１市２町１村での法定合併協議会を設立いたしまして協議を行ってまいり

ましたが、協議が不調に終わり、まことに残念な結果となりました。小林市とい

たしましては、平成１８年３月２０日に旧須木村との新設合併により新生小林市

が誕生し、新市建設計画に基づく新たなまちづくりに積極的に取り組んでおると

ころであります。 

 このような中、高原町、野尻町の住民説明会等での地域住民の意向を受け、両

町から並々ならぬ御決意と御英断の上で、昨年１２月に小林市に対し、法定合併

協議会設置の申し入れがありました。私ども小林市といたしましても、市議会の

御理解を得まして、その御決意を真摯に受けとめさせていただきまして、本年の

３月の６日に、１市２町の首長が、合併を前提とした法定合併協議会設置に対す

る最終意向確認と確認書の調印を行ったところであります。 

 １市２町では、３月議会において、法定合併協議会設置議案と予算関連議案を

提案をいたしまして、審議の結果、各議会で議案が可決され、議会での議決を受

け、４月１日に法定合併協議会を設置いたしまして、翌２日に県知事への法定合

併協議会設置の届け出を完了したところであります。 

 今回の法定合併協議会では、前回の協議経過や結果を検証いたしまして、１市

２町の歴史や文化・伝統を尊重しながら、また健全財政や行財政改革の視点を十

分に踏まえ、合併に関するさまざまな項目について、お互いに納得いただけるよ

う、真摯に協議を行っていきたいと考えておるところであります。 

 本日御提案する事項は、平成２２年３月までの合併新法下での合併を前提とし
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たものでありまして、協議会のスケジュールといたしましては、ことしの１０月

までに協議を終了し、１市２町が合併の是非を判断した上で、各議会での議決を

経て、県知事に申請をするという、前回よりはるかに短期間での協議となりま

す。委員の皆様方には大変御苦労をおかけしますが、趣旨を御理解いただきまし

て、協議会の運営に特段の御協力を賜りたいとお願いを申し上げます。 

 なお、協議会の顧問といたしまして、県から市町村合併支援室長の坂本義広

様、西諸県農林振興局長の後藤田悦男様のお二人に御就任いただきまして、県政

の立場から御指導、御助言を賜ることになっております。お二方には、御多忙の

中、恐縮に存じますが、よろしくお願いを申し上げます。 

 終わりに、本協議会が、当西諸地域の発展のための礎となるよう、その重責を

果たすことを御祈念申し上げ、私の会長としてのあいさつにさせていただきま

す。ありがとうございました。 

 どうもありがとうございました。 

 次に、副会長であります日高町長にごあいさつをお願いいたします。 

 皆さんこんにちは。小林市・高原町・野尻町合併協議会副会長を務めさせてい

ただきます高原町長の日高光浩でございます。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 第１回の協議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 高原町におきましては、国の地方分権の推進、少子高齢化の進行、広域的行政

課題への対応、三位一体改革によります財政状況等の逼迫の中で、合併は避けて

通れないとの認識のもとで、高原町民への情報の提供、そして住民説明会を開催

してまいりました。 

 おおむね町民の理解を得ることができたとの判断をいたし、野尻町長さんとと

もに、昨年１２月の２７日、小林市長さんへ合併協議会設置のお願いをいたした

ところでございます。 

 小林市長さん、小林市議会の皆様におかれましては、両町のこの申し入れを快

くお受けくださいまして、去る４月１日、小林市・高原町・野尻町合併協議会が

設置されたところでございます。この場を借りまして、厚く御礼を申し上げま

す。 

 さて、市町村合併は関係する住民にとりましては、大きな影響を及ぼしますこ

とから、合併協議会におきまして、地域住民の福祉の向上、また公正かつ慎重な

合併後の将来についての新市まちづくり計画等を作成いたすこととなっておりま

す。 

 今後、この協議会におきまして、合併に関する多くの項目について、協議をお

願いすることになり、皆様方には大きな御負担をおかけすることになりますが、

将来にわたり、西諸地域の一体的な均衡ある発展の推進のために、皆様方の真摯

な御協議を賜りますようお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきま

す。ありがとうございました。 

 ありがとうございました。 

 続きまして、同じく副会長であります長瀬町長にごあいさつをお願いいたしま

す。 

 皆さんこんにちは。御紹介いただきました副会長の野尻町長の長瀬でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、皆様方、大変お疲れさまでございます。それでは一言ごあいさつを申

し上げます。 

 このたび、小林市・高原町・野尻町によります法定合併協議会が設置されまし

て、大変ありがたく思っている次第でございます。 

 もう皆様御案内のとおりでございますが、さきの１市２町１村によります法定

協におきましては、野尻町は諸般の事情により、途中離脱することになりまし

て、当時の１市１町１村の皆様方には、多大なる御迷惑をおかけし、大変申しわ



- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

西諸県農林振興局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けなく思っている次第でございます。 

 その後、野尻町におきましては、自立の道を模索してまいりました。その結

果、七、八年は何とか自立でいけると判断をいたしましたが、しかし自治体を取

り巻く環境は、年を追うごとに厳しくなり、１０年後あるいは２０年後の将来を

見据えたときに、非常に厳しいものがあり、今合併しておかないと、必ずや禍根

を残すという強い思いのもと、町民各位にその必要性を訴えてまいったところで

ございます。 

 その結果、大方の町民に御理解をいただき、去る３月定例議会におきまして、

法定協設置の議案が賛成多数をもって可決をされたところでございました。 

 また、小林市におかれましては、高原町、野尻町の申し入れを温かく受け入れ

ていただき、感謝をいたしているところでございます。 

 さて、合併さえすれば、各市町村が抱えております諸課題であります財政問題

とかあるいは地方分権の受け皿とか、少子高齢化、あるいは過疎化等々の問題が

直ちに解決されるか、あるいはサービスが目に見えて向上するかというと、そう

いうことにはもちろんならないと思います。 

 しかし、人口がふえ、経済が拡大し、税収もふえたのは昔の話であり、このま

ま合併せず、自立で行くとするならば、課題の解決はなおさら難しくなり、サー

ビスはより低下していくものと思います。現在も道路特定財源や後期高齢者医療

制度などで大変に混乱しておりますが、今後今以上に必ずや来るであろう幾多の

困難を克服するために、足腰の強い、しっかりとした自治体をつくり上げておく

必要があると思います。そのための手段として、合併があるものと思っておりま

す。 

 小林市を中心とした西諸地域は、霧島連山の北麓にあり、自然豊かで地理的に

も恵まれ、また人情にも厚く、多くの人材も輩出しております。三人寄れば文殊

の知恵といいますが、西諸地域の３つの自治体が合併するならば、必ずや他の自

治体に負けない基盤のしっかりした立派な自治体になり得るものと確信いたして

おります。 

 なお、合併協議を進めていく上で、過去にも堀市長さんが何回もおっしゃって

おられましたように、主張すべきは主張するものの、お互い譲り合う精神が肝要

であると私も思っております。我田引水にならないよう、十分留意していかなけ

ればならないと思っております。前回の轍を踏むことのないよう、不退転の決意

で臨んでおりますので、どうぞよろしくお願い申し上げまして、あいさつといた

します。どうもありがとうございます。 

 ありがとうございました。 

 ここで本日おいでの来賓の方にごあいさつをお願いしたいと思います。 

 それでは、宮崎県知事東国原英夫様にお願いいたします。 

 皆さん、御苦労さまでございます。本日は知事が参りまして、直接お祝いのご

あいさつを申し述べるところでありますけども、公務のために出席できませんの

で、私、西諸県農林振興局長の後藤田でございます。知事から祝辞を預かってま

いっておりますので、代読をさせていただきたいと思います。 

 小林市・高原町・野尻町合併協議会が設立され、本日第１回の協議会が開催さ

れますことを心からお喜び申し上げます。 

 皆様御案内のとおり、平成１１年７月の旧合併特例法の改正以降、全国的に市

町村合併が進み、本県におきましても、２０の市町村が合併して、６つの市と町

に再編され、従来の４４市町村が３０市町村となったところであります。 

 しかしながら、地方分権の一層の進展や、少子高齢化の進行、さらには今後議

論が本格化していくと思われます道州制の導入を見据えますと、住民に身近な基

礎自治体である市町村はその行財政基盤の強化を図り、活力ある市町村としての

総合力をつけておくことが重要であり、市町村合併はその有効な方策でありま

す。 
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 そのため、県といたしましても、引き続き市町村合併を推進しているところで

ありますけれども、さまざまな支援措置を定めた合併新法の期限まで残り２年を

切っていることを踏まえますと、これからの取り組みが大変重要になってくるも

のと考えております。 

 このような中、県内では、ことし３月に日南市、北郷町及び南郷町によります

廃置分合の申請がなされ、また宮崎市及び清武町におきましても、具体的な合併

協議が順調に進められているところであります。 

 さらに、本日ここに小林市・高原町・野尻町合併協議会が開催されまして、本

格的な協議が開催されますことは、まことに時宜を得たものであり、意義深いこ

とと存じます。 

 申し上げるまでもなく、合併は市町村の根幹にかかわる事柄であり、地域の将

来や住民の生活に多大な影響を及ぼす問題でありますので、関係市町村や地域住

民の方々が一体となりまして、自主的・主体的に判断されることが大変重要であ

ります。 

 そのためには、住民の方々に十分な情報を提供し、新しいまちづくりのための

議論に積極的に参加していただくことが肝要であります。 

 今後、合併の実現に向けて、厳しいスケジュールになるかと思いますが、委員

や職員の皆様の精力的な取り組みを期待しております。 

 県といたしましても、小林市・高原町及び野尻町の合併に対する取り組みを積

極的に支援してまいりたいと考えております。 

 最後になりますが、当協議会の実りある成果と御出席の皆様方の御健勝をお祈

りいたしまして、お祝いの言葉といたします。 

 平成２０年４月１７日、宮崎県知事東国原英夫代読。本日はどうもおめでとう

ございます。 

 ありがとうございました。 

 続きまして、委員等の委嘱に移ります。事務局長の倉園が説明いたします。 

 紹介いただきました事務局長の倉園と申します。よろしくお願いいたします。 

 委員等につきましては、お手持ち資料の１１２ページから１１３ページにお示

しをしてございますが、小林市から１６名、高原町、野尻町から各８名、１市

２町合わせまして３２名となっております。また、県から２名の顧問の方々をお

願いしております。 

 委嘱状交付ということでございますので、本来ならば、会長の方からお一人ず

つお渡しするということになりますが、時間の関係等もございますので、１市

２町から代表の方各２名にお渡しをして、各位におかれましては、あらかじめお

席の方に置いてあります委嘱状をもちまして、御了解をいただきたいと思いま

す。 

 なお、３首長の協議によりまして、協議会の委員の委嘱をもちまして、市町村

の属する市町の非常勤の職員の任命もされたものとみなすというふうに協議がな

されておりますので、各市町の非常勤の委員にもこの委嘱によってなされるとい

うことを御理解いただきたいと思います。 

 それでは、まず、小林市から市議会議長の中屋敷慶次様、学識経験者の永野本

助様、お願いいたします。 

 委嘱状、中屋敷慶次殿。小林市・高原町・野尻町合併協議会規約第７条第１項

第２号の規定に基づき、小林市・高原町・野尻町合併協議会委員に委嘱します。 

 委嘱期間、平成２０年４月１日から、合併協議会廃止の日まで。平成２０年

４月１７日、小林市・高原町・野尻町合併協議会会長堀泰一郎。よろしくお願い

いたします。 

 委嘱状、永野本助殿。以下すべて同じ文章ですから、省略させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、高原町から町議会議長の入佐廣登様、学識経験者の竹之内昭一
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様、お願いいたします。 

 委嘱状、入佐廣登殿。以下すべて同じ文章です。よろしくお願いいたします。 

 委嘱状、竹之内昭一殿。以下同じ文章です。省略いたします。よろしくお願い

いたします。 

 続きまして、野尻町議会議長の淵上貞継様、学識経験者の赤崎峯雄様、お願い

いたします。 

 委嘱状、渕上貞継殿。以下同じでございますので、省略いたします。よろしく

お願いします。 

 委嘱状、赤崎峯雄殿。以下同じです。省略いたします。よろしくお願いしま

す。 

 ありがとうございました。引き続きまして、委員の皆様の御紹介をいたしたい

と思います。１１２ページ、１１３ページにわたりまして、名簿順に御紹介いた

したいと思いますので、まず小林市 の方から。小林市長堀泰一郎様、小林市議

会議長中屋敷慶次様、小林市議会副議長小畠利春様、小林市議会議員西道紀一

様、小林市議会議員久保田恭弘様、小林市議会議員首藤美也子様、小林市議会議

員松元朝則様、学識経験者永野本助様、学識経験者山田福雄様、学識経験者種子

田與市様、学識経験者坂本新平様、学識経験者西岡長成様、学識経験者下別府明

様、学識経験者高岩都津子様、学識経験者龍神豊美様、学識経験者坂下実千代

様。 

 次に高原町の委員といたしまして、高原町長日高光浩様、高原町議会議長入佐

廣登様、高原町議会副議長清水公雄様、高原町議会議員前原淳一様、学識経験者

竹之内昭一様、学識経験者丸山崇様、学識経験者瀬戸口美智子様、学識経験者原

田富雄様。 

 続きまして野尻町委員の方々を御紹介いたします。野尻町長長瀬道大様、野尻

町議会議長淵上貞継様、野尻町議会議員福本誠作様、野尻町議会議員杉元豊人

様、学識経験者赤崎峯雄様、学識経験者見越南州男様、学識経験者楠元フタミ

様、学識経験者竹山昭徳様。 

 それでは、県の方からお迎えをいたしております顧問の方々の御紹介をいたし

ます。宮崎県市町村合併支援室長の坂本義広様でございます。宮崎県西諸県農林

振興局長の後藤田悦男様でございます。 

 続きまして、監事のお二方を御紹介いたします。この監事は、会計監事の方の

監事でございます。高原町会計管理者中園康與様、野尻町会計管理者酒匂重成

様。 

 それから、幹事会について紹介いたします。資料の１１３ページの方でござい

ます。小林市側の幹事といたしまして、副市長の末元三夫様、副市長の肥後正弘

様。総務課長の殿所多美雄様、財政課長の南崎淳一郎様、福祉事務所長の久米勝

彦様。 

 高原町副町長の福留宜文様、まちづくり推進課長の高妻経信様、教育総務課長

の久保田芳人様。 

 野尻町副町長の吉田哲幸様、きょう公務のため御欠席でございます。それと、

野尻町総務企画課長の内村明生様、経済課長の谷元弘朗様。 

 それから、事務局長の、私倉園と、事務局次長兼総務グループリーダーの谷川

でございます。 

 それから、この合併事務局の事務局員の紹介をいたしたいと思います。計画グ

ループリーダーの鶴水義広でございます。ちょっと順不同になりますけども、シ

ステムグループリーダーの水町洋明でございます。調整グループ員の柴内敏彦で

ございます。計画グループ員の馬場倫代でございます。事務局次長兼総務グルー

プリーダーの谷川でございます。調整グループリーダーの税所將晃でございま

す。システムグループ員の野口健史でございます。調整グループ員の芝田和之で

ございます。総務グループ員の楠元いず美でございます。 
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 最後に私が事務局長の倉園と申します。よろしくお願いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、議長選出となっておりますが、協議会規約第

１０条によりまして、会長が会議の議長になると定められています。よって、こ

れより会長の方で議事進行を行っていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、規約の定めるところによりまして、しばらくの間、私が議事を進め

させていただきます。御協力よろしくお願いを申し上げます。 

 まず、後ほど御協議いただく予定としておりますが、協議会会議運営規程にお

きまして、会議録を作成するということになっております。また、会議録署名委

員を２名として、議長が指名をすることになっておりますので、突然の指名で恐

縮ですが、お二人に指名をさせていただきます。今回は、小林市の龍神豊美委員

さんと、高原町の原田富雄委員さんお二人に会議録署名委員としてのお二人、お

願いをしたいと思います。 

 それでは、協議に先立ってお諮りしたいと思いますが、会議の傍聴についてで

あります。報道関係の皆様方を含めまして、多数の住民の皆様から傍聴したい旨

の申し入れを受けております。傍聴関係の規定につきましては、本日の会議にお

きまして、後ほど御協議いただくことになっておりますけれども、会議の傍聴

は、本協議会におきましては、原則公開とすることで御提案しておるところであ

ります。その原則公開にして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 御異議なしと認めます。よって、傍聴は原則公開とさせていただきます。な

お、傍聴の手続等につきましては、とりあえず小林市・高原町・野尻町合併協議

会傍聴要領の規定を適用させていただきまして、今回はそれに対応するというこ

とにいたしますので、御理解のほどよろしくお願いをいたします。 

 それでは、早速議事に入らせていただきますが、会議次第の９番、議事の①の

報告事項第１号から第８号について、一括して事務局から報告をいたさせます。

事務局長よりその報告を願います。 

 申しわけありませんが、着席したまま報告をさせていただきたいと思います。

報告事項に入ります前に、資料の３ページから５ページにわたってあります申し

合わせ事項について説明いたしたいと思います。 

 まず、３ページの１、表決の方法についてということでございますが、協議会

は案件を審議し決定する議決機関ではないと。案件を協議し確認する協議機関で

あるという性格がございますので、表決の際に多数決を用いるということは本来

なじまないわけでございます。そして、合併協議に関しましては、住民生活に多

大な影響を及ぼすことから、でき得る限り構成自治体間の意見を調整した上で、

全会一致をもって進めることを原則といたしております。 

 ただ、十分な議論を尽くした上で、全会一致に至らなかった場合、協議に費や

す時間の制約等を勘案して、議長判断で出席委員の３分の２以上の決をもって全

体の意思の確認を行うということになっております。原則は全会一致ということ

なので、よろしくお願いいたします。 

 そして、２番目の協議の方法と資料の事前配付についてでございますが、これ

は前回の協議会に出席された委員さんには違和感があると思いますが、合併まで

の協議期間が短いということもありまして、前回は提案、協議、確認という流れ

を、まず提案して、その次の回で確認という手法をとっておりましたけども、今

回の協議会においては、例の図に示してありますように、原則として提案、協

議、確認まで一括で行いたいと思います。ただ、これはあくまで原則でございま

して、どうしても１回の協議で確認まで済まないものについては、次回の協議で

確認を行うという方法で進めてまいります。 

 そして、会議の資料につきましては、原則として委員の皆様方へはおおむね
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１週間前に送付できるように努めてまいりたいと思います。 

 そして、４ページ、資料の４ページでございますが、協議会へ提案する事項の

分類方法の定義でございます。大きく分けて報告するもの。これは意思決定を要

しないもの。例として括弧の中に報告事項ということで上げておりますものども

がこれに該当いたします。そして、協議するもの、意思決定を要するもの。これ

は括弧の協議事項、この下に記してあるものが該当いたします。 

 ４番目に、会議について。会議は定例開催といたします。毎月第４木曜日を原

則とします。ただ、第５木曜日がある場合は第５木曜日といたします。開催日が

祝祭日の場合は、その前日とし、開催日が１２月２８日から１２月３１日に当た

る場合は、前週の木曜日、これも木曜日が祝祭日の場合は、前日の水曜日と。そ

して開催時間は、午後１時３０分といたします。 

 会議の臨時開催についてでございますが、協議の進捗状況によって、臨時開催

できるものといたします。開催時刻は同じように午後１時３０分を原則といたし

ます。 

 協議会当日の傍聴者への資料提供の取り扱いについてでございますが、傍聴者

への資料提供は、可能な限り協議会委員の配付資料と同一のものとすると。 

 次に、会議録についてでございますが、会議録公開に当たっては、発言者の氏

名は公表いたします。小委員会を含む非公開とされた会議について、会議録は非

公開といたします。非公開とされた会議、これは小委員会を含みますけれども、

会議録は事務局職員によって作成する。 

 以上のことで、申し合わせ事項の確認をさせていただきたいと思います。 

 引き続きまして、報告第１号から第８号にわたりまして、説明申し上げます。 

 資料の６ページ、報告第１号小林市・高原町・野尻町合併協議会の設置に至る

経緯について。 

 小林市・高原町・野尻町合併協議会の設置に至る経緯について、別紙のとおり

報告する。 

 この別紙と申し上げますのは、７ページの経緯と書いた資料でございます。平

成１８年の７月から平成１９年の１２月２７日までの間において、両町におかれ

まして、合併の機運が高まってまいりました。そこまでの経緯が１２月２７日ま

での経緯に記してございます。 

 そして、明けて、平成２０年１月２５日から、それぞれの自治体の議決なり、

それ以前の経緯について記してございます。そして、４月１日に合併協議会が設

置され、４月２日に合併協議会設置の届けを県に行い、本日の第１回目の協議会

を迎えたということになっております。 

 続きまして、報告第２号小林市・高原町・野尻町合併協議会規約及び協議書に

ついてと。 

 これについては、資料の９ページから１９ページまでつづっておりますとお

り、まず協議会規約につきましては、合併協議会を設置し、運営する上におい

て、基本となるものでありまして、合併協議会の議決を受ける際にも添付されて

おるものでございます。読み上げて説明させていただきたいと思います。 

 協議会の設置、第１条、小林市、高原町、野尻町（以下「１市２町」とい

う。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び市

町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号。以下「法」とい

う。）第３条第１項の規定に基づき、合併協議会（以下「協議会」という。）を

置く。 

 ２条でもちまして、協議会の名称の規定でございます。協議会は小林市・高原

町・野尻町合併協議会と称します。 

 第３条で、協議会の事務を規定しております。１市２町の合併に関する協議。

法第６条の規定に基づく新市基本計画の作成。そして前２号に掲げるもののほか

に、１市２町の合併に関し必要な事項。 
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 事務所につきましては、協議会の事務所は、１市２町の長が協議して定めた場

所に置くと。 

 第５条におきまして、協議会の会長、副会長及び委員の規定でございます。 

 第７条におきまして、委員の定数及びその資格等を規定しております。 

 第８条におきまして会長の職務、９条におきまして会議の規定、第１０条にお

きまして運営と。 

 第１１条で小委員会の設置の説明がございます。 

 第１２条で協議会の連絡調整を行うために幹事会を置くという条項でございま

す。 

 １３条が協議会の事務処理のための協議会に事務局を置くという規定でござい

ます。 

 第１４条が経費に関する規定でございまして、１市２町の負担金及びその他の

収入をもって充てるという規定になっております。 

 第１５条が、協議会出納の監査の規定でございます。 

 第１６条で、協議会の予算の規定がしてあります。 

 １７条で報酬、その職務を行うために要する費用弁償の説明でございます。 

 １８条におきまして、協議会が解散した場合の決算のやり方の規定でございま

す。 

 そして１４ページ、１５ページ、小林市・高原町・野尻町合併協議会規約に関

する協議書ということでございますが、協議の内容として、このような協議書を

取り交わしたということになります。規約に関する協議事項としては、協議会の

事務所は小林市に置くと、１で。２で会長及び副会長について、会長は小林市市

長をもって充てる。副会長は高原町長、野尻町長をもって充てる。 

 委員につきましては、小林市１６人以内、高原町及び野尻町各８名以内とす

る。 

 ４番目に、顧問といたしましては、県市町村合併支援室長、西諸県農林振興局

長に委嘱する。 

 会長の職務代理につきましては、野尻町長をもって充てると。 

 次ページに移りますが、幹事会及び専門部会。幹事会及び専門部会について幹

事会及び専門部会の組織運営、その他必要な事項については、次のとおり定めま

す。小林市・高原町・野尻町合併協議会幹事会規程及び小林市・高原町・野尻町

合併協議会専門部会規程。 

 事務局職員についてでございますが、事務局職員として、常勤の者で、小林市

から４名、高原町から３名、野尻町から３名となっております。 

 そして、事務局の組織運営、その他必要な事項については、小林市・高原町・

野尻町合併協議会事務局規程で定めます。 

 協議会経費につきましては、均等割５割、人口割５割といたします。 

 監事につきましては、１市２町のうちから高原町の会計管理者及び野尻町の会

計管理者の２人をもって充てます。 

 財務に関しましては、小林市・高原町・野尻町合併協議会財務規程に基づいて

行います。 

 報酬及び費用弁償につきましては、小林市・高原町・野尻町合併協議会委員等

の報酬及び費用弁償に関する規程を適用いたします。 

 協議会解散の場合の措置といたしまして、各自治体の負担金等の割合でもって

分割するとなっております。 

 その他必要な事項に関する協議でございますが、事務局職員の身分について

は、それぞれの市町に属するものといたします。それに基づいて分限及び懲戒処

分については、それぞれの市町の条例の規定によるものといたします。 

 臨時職員について。臨時職員につきましては、協議会会長の属する小林市で雇

用いたしまして、その費用は協議会で負担いたします。 
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 また、公務災害に対しての事務は、雇用した小林市で執行し、経費は１市２町

で均等に負担するということになっております。 

 協議会を離脱した場合も、それ以前のものについては、責任を持つものとなっ

ております。 

 公用車利用についてでございますが、事務局職員は、協議会会長の属する小林

市の公用車を相互に利用することができるものとし、事故等の処理は公用車を所

有する小林市及び運転者等の属する市町が行うものとします。 

 ただし、補償額が加入保険の限度を超える場合においては、１市２町が均等に

負担すると。 

 協議会を離脱した場合も、それ以前のものについては、責任を持つものとして

規定しております。 

 そして、次に、小林市・高原町・野尻町合併協議会委員等の身分等の取り扱い

についてですが、協議会委員につきましては、身分として協議会の委員の委嘱を

もって、当該委員を選任した市町長が属する市町の非常勤の職員に任命されたも

のとみなします。 

 次の事項は、公務災害補償制度の適用でございますが、公務災害補償の適用を

受けるような場合においては、当該委員を選任した市町の公務災害補償制度を適

用いたします。 

 そして、公務災害補償事務については、それぞれの市町において執行すること

とします。 

 公務災害補償の経費負担でございますが、それぞれの所属する市町が全額負担

するということになっております。 

 そして、公務災害補償の適用除外という項目でございますが、地方公務員災害

補償法の適用を受けるものにあっては、本件による取り決めは適用しないものと

いたします。 

 報酬及び費用弁償についてでございますが、当該委員に協議会の関係規程に定

める報酬及び費用弁償の支給があったときは、これらを当該委員が非常勤職員の

身分を有する市町において定めた当該非常勤職員に支給すべき報酬及び費用弁償

とみなします。 

 そして、１９ページでございますが、協議書の内容変更について。この協議書

に定める内容を変更する場合は、事務局職員の変更以外には変更協議書を取り交

わすものといたします。 

 この協議書に定めのない事項につきましては、１市２町の長が協議して定める

ものといたします。 

 以上のことをもちまして、４月１日に、協議書の調印を済ませております。 

 続きまして、報告第３号です。資料のページが２０ページからとなっておりま

す。小林市・高原町・野尻町合併協議会幹事会規程について。これは協議会の中

の組織であります幹事会に対する規程でございます。 

 １条から読み上げて説明したいと思います。第１条、この規程は、小林市・高

原町・野尻町合併協議会規約（以下「規約」という。）第１２条第３項の規定に

基づき、小林市・高原町・野尻町合併協議会幹事会（以下「幹事会」という。）

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 そして、第２条で、幹事会の所掌事務というものがございます。所掌事務とい

たしましては、合併協議会に提案する事項について、協議または調整するもので

ございます。そして、これ以外に合併に関して必要な事項について協議または調

整をいたします。 

 第３条の、幹事は別表に掲げる職にある者をもって充てると。この別表という

のが、２２ページにございますので、御参照ください。 

 組織といたしまして、第４条に、幹事会は、幹事をもって組織する。幹事会に

幹事長及び副幹事長を置く。幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により選出す
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る。 

 会議の規定でございます。第５条。幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招

集する。幹事長は、幹事会を代表し、会議の議長となる。副幹事長は、幹事長を

補佐し、幹事長に支障があるときは、幹事長があらかじめ指名した副幹事長がそ

の職務を代理すると。 

 第６条に、関係職員等の出席と。幹事長は必要に応じて、幹事会に関係職員等

の出席を求めることができる。 

 第７条の報告でございますが、幹事長は幹事会の協議または調整の経過及び結

果について、会長に報告するものといたします。 

 第８条の庶務でございますが、幹事会の庶務は、規約第１３条第１項に規定す

る協議会の事務局において処理いたします。 

 報告第４号でございます。資料の２３ページ。小林市・高原町・野尻町合併協

議会専門部会規程及び小林市・高原町・野尻町合併協議会分科会規程について。

この規程について、２４ページ、２５ページ、２６ページ、２７ページ、

２８ページまでの規程になっております。これは、幹事会の下部組織であります

専門部会と分科会の規程を定めたものでありまして、専門部会規程が資料の

２４ページから２５ページまで。まず専門部会の規程といたしまして、第２条の

所掌事務でございますが、専門部会は、小林市・高原町・野尻町合併協議会幹事

会の幹事長の指示を受けて、規約第３条各号に掲げる事項について専門的に協議

または調整するものとなっております。 

 組織といたしましては、専門部会は、総務部会、企画財政部会、厚生部会、産

業建設部会及び文教部会の５部会といたしております。 

 各専門部会におきまして、部会長及び副部会長を置くと。そして部会長は会議

の長となると。 

 第８条で、部会長は、会議における審議の経過及び結果について、幹事長に報

告するものとするとなっております。 

 そして、２７ページの分科会規程でございますが、これも専門部会の下部組織

として設置されるものでありまして、それぞれ分科会長、副分科会長を置いて、

専門部会に報告するようになっております。 

 続きまして、２９ページ、報告第５号、小林市・高原町・野尻町合併協議会事

務局規程についてでございますが、これが３０ページから３４ページまでの規程

になっております。 

 これは小林市・高原町・野尻町合併協議会事務局の必要な事項を定めたもので

ございまして、所掌事務といたしましては、資料の３３ページ、１から３７まで

の項目を所掌事務といたしておりまして、組織といたしましては、事務局長、事

務局次長、グループリーダーに分かれて所掌事務を処理してまいります。 

 続きまして、３６ページ、報告第６号、小林市・高原町・野尻町合併協議会財

務規程について。これについては、規程が３６、３７、３８とございますが、こ

の中で予算区分、費目、それぞれ歳入歳出予算等が規定されております。 

 そして、協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、会長の属する市町の例に

よるということで、協議会出納員は、出納の管理を行うものとなっております。

そして、会長は、毎会計年度終了後、３カ月以内に協議会の決算を調整して、協

議会の監事の監査に付した後、協議会の承認を得なければならないということに

なっております。 

 資料の３９ページ、報告第７号、小林市・高原町・野尻町合併協議会委員等の

報酬及び費用弁償に関する規程についてでございますが、この規程につきまして

は、資料の４０ページに第１条から第４条の規定がございまして、その時間と単

価の説明をいたしております。 

 資料の４１ページ、報告第８号、小林市・高原町・野尻町合併協議会組織体制

について。 
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 ４２ページの図をごらんいただきたいと思います。先ほど来、規約等、規程等

で説明しております分科会、これが一番下から支える会になります。分科会の上

に専門部会、５部会がございまして、分科会は、専門部会の指示を受けて、報告

をいたします。そして、その上に幹事会がございまして、両副市長、副町長、総

務課長、まちづくり推進課長、総務企画課長、専門部会、事務局長及び事務局次

長で構成いたしますが、所掌事務としては、協議会提案事項の協議・調整、専門

部会の統括、そしてプロジェクトチームの統括となっております。 

 その横の事務局の方では、協議会、幹事会の会議運営、そして協議会、幹事会

の協議資料作成、そして専門部会等との連絡調整などを行います。 

 そしてその上の合併協議会、これが皆様が所属される協議会でございまして、

所掌事務としては、合併に関する協議と、新市基本計画の作成等となっておりま

す。 

 そして、協議会から付託された小委員会というのがございます。小委員会の委

員は、合併協議会委員で構成されまして、所掌事務といたしましては、協議会付

託事項の調査・審議と。主なものとして、議員・農業委員の定数・任期、新市基

本計画・地域自治区等の小委員会となります。 

 そして、合併協議会は、小委員会に付託し、小委員会は、合併協議会に向けて

報告するということになっております。その間に、顧問といたしまして、県の方

お二方に指導を行っていただくという形でございます。 

 その下の監事につきましては、合併協議会の監事をいたすということになって

おります。 

 以上、報告を終わります。 

 少し時間がかかりましたが、報告は以上で終わらせていただきますけど、ここ

で約１０分程度、休憩をさせていただきます。次に１４時５０分から再開をいた

します。休憩いたします。 

 

午後2時39分休憩～午後2時50分再開 

 

 それでは、休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 

 ただいま報告事項８件につきまして、報告をいたしましたが、事務局の説明に

つきまして、何か御意見、御質疑があれば、お出しください。──御意見、御質

疑もないようでありますので、それでは次に進めさせていただきます。 

 議事に入りたいと思います。協議事項につきましては、協議第１号小林市・高

原町・野尻町合併協議会会議運営規程（案）、協議第２号小林市・高原町・野尻

町合併協議会傍聴要領（案）、協議第３号小林市・高原町・野尻町合併協議会小

委員会設置規程（案）、そして協議第４号小林市・高原町・野尻町合併協議会会

議録等閲覧規程（案）、これを一括して議題に供したいと思います。 

 事務局より説明を願います。 

 それでは、資料の４３ページをおあけください。協議第１号小林市・高原町・

野尻町合併協議会会議運営規程について。小林市・高原町・野尻町合併協議会会

議運営規程について、別紙のとおり提案する。 

 この別紙というのが、資料の４４ページから４５ページにわたって掲載されて

おります。これは、合併協議会の運営を規定するものでありまして、委員の責

務、会議の進行、会議録等の原則公開について規定したものであります。 

 続きまして、協議第２号小林市・高原町・野尻町合併協議会会議傍聴要領につ

いて。小林市・高原町・野尻町合併協議会会議傍聴要領について、別紙のとおり

提案する。 

 この要領につきましては、４７ページから５０ページまで記載してあります

が、主なものといたしましては、傍聴人は、会議を妨げないように行動しなけれ

ばならないというのと、あと４９ページの傍聴人受付簿に記載した上で、
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５０ページの傍聴証を入手する必要があると。そのことの要領を規定したもので

ございます。 

 続きまして、資料の５１ページ、協議第３号小林市・高原町・野尻町合併協議

会小委員会設置規程について。小林市・高原町・野尻町合併協議会小委員会設置

規程について、別紙のとおり提案する。 

 この別紙というのが、次ページの５２ページから５３ページにございます。小

委員会の所掌事務といたしましては、合併協議会から付託された事項について、

調査、審議をするものでございます。そして小委員会の委員につきましては、協

議会会長が必要に応じて協議会の会長、副会長及び委員の中から選任するという

ことになっております。 

 組織につきましては、小委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織し、

委員長及び副委員長は互選により選出するということになっております。会議録

等につきましては、原則として公開となっております。あとは、費用弁償等の条

項でございます。 

 資料の５４ページ、協議第４号小林市・高原町・野尻町合併協議会会議録等閲

覧規程について。小林市・高原町・野尻町合併協議会会議録等閲覧規程につい

て、別紙のとおり提案します。 

 別紙というのが、５５ページから５７ページにございます。これは、会議録の

閲覧をするときに、その手続等を定めたものであり、様式としては５７ページの

様式を提出して閲覧するということになります。 

 以上で、協議１号から４号までの説明を終わります。 

 ありがとうございました。ただいま４つの協議事項につきまして説明が終わり

ましたけれども、この４つの協議事項（案）について、何か御意見、御質疑があ

ればお出しください。──ございませんか。御意見、御質疑もないようでありま

すので、それではお諮りいたしますが、協議第１号会議運営規程（案）から、協

議第４号会議録等閲覧規程（案）までにつきましては、これを決定して御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 御異議なしと認めます。よって、協議第１号から協議第４号までは、原案のと

おり決定をさせていただきます。 

 次に、協議第５号平成２０年度小林市・高原町・野尻町合併協議会事業計画

（案）と協議第６号平成２０年度小林市・高原町・野尻町合併協議会予算

（案）、協議第７号小林市・高原町・野尻町合併協議会のスケジュール（案）に

ついての、３つの案件を議題に供します。 

 事務局より説明を願います。 

 事務局次長の谷川でございます。協議第５号から第７号まで、私の方で御説明

をさせていただきます。座って御説明をさせていただきます。 

 資料の５８ページをお開きください。協議第５号平成２０年度小林市・高原

町・野尻町合併協議会事業計画について。平成２０年度小林市・高原町・野尻町

合併協議会事業計画について、別紙のとおり御提案をいたします。 

 ５９ページから６０ページにその事業計画（案）を載せております。５９ペー

ジをごらんください。まず、事業計画（案）といたしましては、会議の開催とい

たしまして、①に協議会の開催、先ほど申し合わせ事項でも御確認をいただきま

したように、第１回協議会を本日４月１７日に小林市で開催をいたしまして、そ

の後、会議開催日及び会議開催時間の原則といたしましては、開催日は毎月第

４木曜日、ただし第５木曜日がある場合は、第５木曜日に開催をいたします。会

議時間といたしましては、午後１時３０分からとしております。 

 ２番目に、幹事会の開催でございます。協議会前に、協議会提案事項につきま

して、幹事会の方で協議、調整を行ってまいります。 
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 ３番目に、専門部会、分科会の開催でございます。事務事業の一元化に当たり

まして、事業や制度の比較検討を行いまして、その中で課題や問題点を抽出、整

理いたします。そして、協議会に提出する調整案を専門部会、分科会の方で策定

をいたしてまいります。 

 ４番目に小委員会の開催でございます。今回、２つの小委員会を設置させてい

ただきたいと考えております。協議会から付託された事項につきまして、小委員

会で調査、審議を行ってまいります。一つは、議会議員・農業委員会委員の定数

及び任期等の取り扱い小委員会、もう一つは、新市基本計画・地域自治区等設置

検討小委員会、この２つの小委員会を設置させていただきたいと考えておりま

す。 

 情報提供及び広報啓発活動の実施でございます。まず、協議会のホームページ

を開設いたします。そのホームページの中で、協議内容や議事録等を公表いたし

ますとともに、協議会傍聴案内等も行いながら、広く住民の方々へ情報提供を行

ってまいります。 

 ６０ページをごらんください。２番目に、協議会だよりの発行でございます。

合併協議会での協議内容、進捗状況等を広く情報提供することといたしまして、

１市２町の各世帯約２万３,０００世帯でございますが、各世帯に協議会だよりを

配付いたします。時期としましては、協議会開催後に発行をしてまいりたいと。

第１回目の創刊号につきましては、次回の協議会前、５月下旬には発行をしたい

と考えております。 

 ３番目に、新市基本計画概要版の配付でございます。合併協議会では、新市の

まちづくり計画としまして、新市基本計画を策定いたしますが、その内容をわか

りやすくまとめたもの、解説した概要版を作成をいたします。これにつきまして

も、２万３,００世帯の各世帯に配付をいたしまして、住民の方々の理解を深めて

いただきたいと考えております。 

 ４番目に、先進地視察研修の実施でございます。専門部会及び小委員会の円滑

な運営と、調整作業の効率化を図るために、先進地の視察研修を実施させていた

だきたいと考えております。 

 ３番目としまして、調査・研究事業でございます。まず、条例・規則等の調査

及び一元化でございます。行政制度、事務事業の調整結果をもとにいたしまし

て、現在の小林市の制度を基本として、例規の整備を調整を行ってまいります。 

 電算システム調査及び構築でございますが、電算システムの統合に向けまし

て、システム及びプログラムの調査を行いまして、それをもとに統合計画を作成

いたします。 

 ３番目に、新市基本計画の作成でございます。新市の将来を展望した長期的視

野に立ったまちづくり計画や、合併した場合の財政見通し等の財政計画を作成を

いたします。 

 ４番目のその他事業といたしまして、合併協定項目の検討、合併協定項目につ

きましては、後ほど御説明をさせていただきますけれども、その協定項目につい

ての協議を行ってまいります。 

 次に、６１ページ、協議第６号平成２０年度小林市・高原町・野尻町合併協議

会予算についてでございます。平成２０年度小林市・高原町・野尻町合併協議会

予算について、別紙のとおり御提案をさせていただきます。 

 内容につきましては、６２ページから６７ページに掲載をいたしております。

まず、６２ページをお開きください。合併協議会の予算につきましては、歳入歳

出予算の第１条にございますように、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

３,９００万円と定めると。２０年度につきましては、この予算でいかせていただ

きたいと思っております。 

 また、第２条では、歳出予算の流用ということが規定されておりまして、歳出

予算の各項の金額は、必要に応じて流用することができることとなっておりま
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す。 

 次に、６３ページでございます。歳入歳出予算３,９００万円の内訳といたしま

して、まず歳入の方は、負担金が、各市町の１市２町の負担金が３,８９９万

８,０００円でございます。次に、諸収入の中の雑入が２,０００円でございま

す。歳入合計が３,９００万円でございます。 

 歳出としましては、下の方にございますように、協議会費、これが３,８５０万

円でございます。協議会費が運営費と事業費に分かれておりますが、運営費が

１,８７７万３,０００円、事業費が１,９７２万７,０００円でございます。 

 それから、予備費といたしまして５０万円、歳出合計も３,９００万円でござい

ます。 

 ６４ページ以降が、歳入歳出予算の事項別明細書となっておりますが、

６５ページをごらんいただきたいと思います。ここでは、歳入について内訳を載

せております。まず、負担金でございますけれども、負担金の本年度のところ

の、上から２行目のところですが、これが数字が間違っておりまして、

３８９８と書いてございますが、これを３８,９９８と、１行目と同じように、御

訂正をお願いしたいと思います。大変申しわけございません。よろしくお願いい

たします。 

 負担金が構成団体負担金としまして３,８９９万８,０００円。諸収入の雑入で

ございますが、内訳としましては、預金利子が１,０００円、それから情報公開複

写料、会議録のコピー代として１,０００円、それぞれ費目を設定させていただい

ております。 

 構成団体の負担金の内訳としましては、その算出根拠が下の表に載っておりま

す。この内訳としましては、均等割額、人口割額、それぞれ５割、５割で算出を

しております。そして、平成１７年度の国勢調査の人口を基本といたしまして、

人口割額の算出をいたしております。その結果、小林市が一番右の方にございま

すように、１,９７７万５,０００円、高原町が９９２万７,０００円、野尻町が

９２９万６,０００円の、それぞれ構成団体の負担金として納入していただくよう

に予定しております。 

 ６６ページをお開きください。歳出でございます。協議会費、運営費、その中

の会議費でございますが、会議費が４６６万８,０００円でございます。その内訳

といたしましては、まず報酬が１８９万５,０００円。これにつきましては、本日

御出席の委員の皆様方の報酬でございますが、合併協議会を、まず１０月までに

７回開催をいたします。その後、合併調印式を含みまして３回、計年度内に

１０回の協議会を予定しております。 

 それから、先ほど御説明いたしました２つの小委員会、これをそれぞれ５回ず

つ開催する予定にしております。 

 それから、視察研修につきまして、１泊２日程度の日程で計画をいたしており

ますので、その分の委員さん方の報酬でございます。その下の旅費、９３万

８,０００円でございます。委員の会議に出席される場合の費用弁償、本日の会議

等も含みます。その分が４３万５,０００円。それから先進地視察研修に係る分が

５０万３,０００円でございます。 

 需用費としまして１９万５,０００円。会議に使用いたします消耗品費が１６万

円とお茶代等の食糧費が３万５,０００円です。 

 その下の役務費でございますが、１００万５,０００円。本日の合併協議会、そ

れから小委員会につきましては、それぞれ会議録を作成することとしておりま

す。その会議録の作成の手数料が９７万２,０００円。そしてその他関連経費とし

まして、振り込み手数料が９,０００円、テープの宅配手数料が２万４,０００円

でございます。 

 その下の使用料及び賃借料６０万円でございますが、本日も既にお願いをいた

しておりますけれども、会議等で使用いたします音響機器の借り上げ料といたし
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まして、６０万円、合併協議会１０回分と小委員会１０回分の借り上げ料として

６０万円を組んでおります。 

 負担金補助及び交付金３万５,０００円でございますが、後納郵便料の負担金と

いたしまして、３万５,０００円を計上しております。 

 次に、事務費１,４１０万５,０００円、職員手当等としまして、事務局長を除

きます９名の事務局職員の時間外勤務手当といたしまして、６４８万円を組んで

おります。非常に限られた日程の中で協議会を開催いたします。その事務作業を

いたします関係で、このような金額で計上させていただいております。御理解い

ただきたいと思います。 

 旅費につきましては、７１万９,０００円でございます。県との事務折衝等で

９万１,０００円、それから専門部会を初めとします職員レベルの先進地視察研修

が６２万８,０００円、これにつきましても、１泊２日程度の日程で４０人分を計

上いたしております。 

 需用費につきましては、１７３万５,０００円、内訳としまして消耗品費が

１５３万１,０００円、それから視察研修等の折のガソリン代、あるいは灯油代等

で４万円。それから食糧費、これは視察研修の折のお土産代といいますか、そう

いったものが９,０００円。それと備品等の修繕費としまして１０万円。それから

事務局で使用いたします封筒の印刷製本費としまして５万５,０００円でございま

す。 

 役務費３万４,０００円でございますが、通信運搬費、これは切手代でございま

す。切手代が１万円、それから振り込み手数料が９,０００円、それと市役所の玄

関前に合併協議会の看板を設置いたしております。その看板の製作手数料といた

しまして１万５,０００円。それから使用料及び賃借料といたしまして２５２万

６,０００円でございます。協議会で使用いたします資料を作成いたしますため

に、事務局内に２台のコピー機を設置したいと考えております。そのコピー機の

借り上げ料としまして２４０万円。それから会場借り上げ料の９万円につきまし

ては、基本的に合併協議会につきましては、公共施設を利用させていただきたい

と考えておりますが、会場の中には、指定管理者という形で会場の管理をされて

いるところもございますので、その場合の借り上げ料として９万円計上しており

ます。それと視察研修等の折の高速道路使用料としまして３万６,０００円。それ

から備品購入費５０万円につきましては、事務局内で使用いたします備品等の購

入費としまして５０万円でございます。 

 ６７ページをごらんください。負担金補助及び交付金でございます。まず、こ

れが２１１万１,０００円でございますが、臨時職員の雇用負担金としまして

１５８万１,０００円。これにつきましては小林市の方で雇用いたしまして、合併

協議会から小林市に負担金を納めるということになります。 

 それから、公用車利用負担金が２４万円、後納郵便料負担金が５万円、それか

ら光熱水費負担金１２万円、電話使用料負担金１２万円、光熱水費、電話使用料

につきましては、今回合併協議会事務局を小林市役所の４階に設置をいたしてお

ります。その関係で、合併協議会から光熱水費と電話使用料につきましては、負

担金を納めるということにしております。 

 次に、２番の事業費の中の事業推進費でございます。１,９７２万７,０００円

でございます。 

 まず需用費としまして、７１１万８,０００円。消耗品費が２０万円、それから

印刷製本費としまして６９１万８,０００円でございます。その内訳としまして

は、合併協議会ごとに発行いたします協議会だよりの印刷代、これの７回分を今

のところ予定しております。 

 それから、住民用合併情報紙の発行、これにつきましては、合併協議会で協議

していただいて決定した調整方針等につきまして、地域住民の方々にお知らせを

していく情報紙でございます。 



- 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下の現況調書等印刷とございます。現在専門部会、分科会におきまして、１市

２町の制度政策等につきまして、現況調書を作成することとしております。それ

を調整方針等がまとまりますと、最終的に１冊のものとして製本をしてまいりま

す。その印刷製本費でございます。 

 それから、合併協定書の調印。合併協議が終了いたしますと、合併協定書の調

印式をいたします。その際使用いたします協定書でございます。 

 役務費といたしまして１０万９,０００円。振り込み手数料が９,０００円と、

光回線プロバイダー等の使用料が１０万円。これにつきましては、事務局内でイ

ンターネットを使用いたしまして先進地の事例等を調査・研究をいたします。そ

の際の光回線とプロバイダーの使用料でございます。 

 委託料１,２５０万円、これが大変大きい金額になっておりますけれども、先ほ

ど事業計画でございました例規の現況調査等の委託料が３００万円。それから新

市基本計画策定委託料としまして６５０万円。この新市基本計画につきまして

は、前回作成しております１市２町１村、それから１市１村、それと２町での作

成いたしましたまちづくり計画のデータをできるだけ活用いたしまして、効率化

を図りながら、委託料を抑えていきたいと考えております。それと、電算システ

ム現況調査委託料といたしまして３００万円を計上いたしております。 

 最後に予備費としまして５０万円、歳出合計も３,９００万円ということでござ

います。 

 次に、６８ページをごらんください。協議第７号小林市・高原町・野尻町合併

協議会のスケジュールについて。小林市・高原町・野尻町合併協議会のスケジ

ュールについて、別紙のとおり提案すると。 

 内容としましては６９ページから７０ページに掲載をいたしております。

６９ページをごらんください。資料が横になっております。また文字が大変小さ

くなっておりまして、見にくくなっているかと思いますが、御了承いただきたい

と思います。 

 まず、上の方を見ていただきますと、合併協議会のスケジュールとしまして

は、協議期間、いわゆる合併協議の期間と、右の方には、法的手続、合併準備作

業の期間とございます。その下の合併協議会等というところをごらんいただきま

すと、まず４月１７日の第１回を皮切りに、１０月までに７回の合併協議会を開

催する予定でございます。その後、１１月に入りますと、１市２町におきまし

て、合併の是非について、判断をしていただきまして、その上で１１月中には合

併協定書の調印をいたしたいと考えております。その後、１２月議会におきまし

て、１市２町の議会での合併関連議案、廃置分合議案の議決をお願いしたいと考

えております。その後、直ちに県知事への合併申請を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 その後、県議会におけます議決、それから県知事による合併の決定、県知事に

よる総務大臣への届出、そして総務大臣による告示を経まして、新市誕生という

スケジュールになっております。 

 その間、この法定合併協議会につきましては、新市誕生の前日まで設置をされ

るということになっております。 

 その下の事務局というところをごらんください。事務局につきましては、４つ

のグループに分かれまして作業を進めてまいります。まず、総務グループにつき

ましては、広報活動といたしまして、協議会だよりの発行、それからホームペー

ジでの情報提供を行ってまいります。 

 その下の調整グループにおきましては、合併協定項目の調整を進めてまいりま

す。まず、合併基本項目の調整案の検討につきまして、まず優先的に進めてまい

ります。その後、合併新法の規定項目の調整案の検討、それからその他項目の調

整案の検討を行ってまいります。この協定項目については後ほど協議事項として

上がっております。 
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 次に、計画グループにおきましては、新市基本計画の策定を進めてまいりま

す。５月に入りますと、策定作業に入りまして、まず８月上旬には県との事前協

議、それから８月の第５回協議会におきまして、新市基本計画案を御提案申し上

げて決定をいただきたいと考えております。それから、県との本協議を経まし

て、９月、第６回の協議会では、新市基本計画を決定していただきたいと考えて

おります。 

 その下のシステムグループにつきましては、電算システムの統合を行ってまい

りますが、まず情報化基本構想、それから統合基本方針を策定いたします。そし

て、５月の第２回合併協議会におきまして、統合基本方針を提案させていただく

予定でございます。 

 ６月に入りますと、システムの現況調査を行いまして、統合実施計画を策定し

てまいります。策定作業を経まして、１０月には統合実施計画を決定させていた

だきたいと考えております。その実施計画をもちまして、廃置分合と同じ１２月

議会におきまして、システム統合の予算を御提案させていただき、各市町の議会

におきまして、議決をいただきたいと考えております。 

 その後、電算システム統合作業に入りまして、この統合作業につきましては、

通常約１年を要すると、それ以上になる場合もございます。そういった期間を経

まして、システム統合を行ってまいります。その作業が終了いたしますと、合併

前に職員のシステムに関する研修、それからシステムのリハーサル等を行いなが

ら、最終的なシステムの状況を確認いたしまして、新システムの運用を図ってい

きたいと考えております。 

 その下の選挙関係というところでございますが、平成２１年の１０月には、高

原町長さんの選挙が予定をされているところでございます。そのほか、その上の

方に合併準備作業ということで書いてございますように、合併準備に入ります

と、人事・組織体制の整備、それから条例・規則等の整備、事務事業一元化の作

業を調整方針に従いまして、詳細に協議をしてまいります。 

 次に、７０ページをごらんいただきたいと思います。ただいまのスケジュール

に基づきまして、当面の合併協議会の開催計画予定表として案をお示ししており

ます。まず本日は、４月１７日に小林中央公民館の方で開催をさせていただきま

したが、第２回以降につきましては、毎月第４木曜もしくは第５木曜を基本とい

たしまして、それぞれ小林市、高原町、野尻町の順に、会場を持ち回りをさせて

いただきたいと考えております。 

 なお、第７回につきましては、本来小林市での開催順でございますけれども、

ちょうど市民総合文化祭等の日程と重なりまして、高原町さんの方にお願いいた

しまして、高原町での開催ということで予定をいたしております。 

 それから、第４回のところの開催時間につきましては、午後１時３０分を原則

といたしておりますが、会長のスケジュール等の都合もございまして、この日だ

けは、午後２時からの開催とさせていただきたいと考えております。 

 以上、説明を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。ただいま３つの協議事項、説明をいたしましたけれ

ども、何か御質疑、御意見があればお出しください。──御意見、御質疑もない

ようですので、お諮りしたいと思います。協議第５号平成２０年度合併協議会事

業計画（案）、協議第６号平成２０年度合併協議会予算（案）並びに協議第７号

合併協議会のスケジュール（案）につきましては、これはいずれも原案のとおり

決定するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 御異議なしと認めます。よって、協議第５号、協議第６号、協議第７号につき

ましては、原案のとおり決定をさせていただきます。 

 続きまして、協議第８号合併協定項目（案）、協議第９号事務事業一元化の基
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本的な考え方（案）を一括して議題に供したいと思います。 

 事務局より説明を願います。 

 調整グループの税所と申します。私の方で協議第８号及び９号について説明を

申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、７１ページです。協議第８号合併協定項目について。合併協定項目

について、別紙のとおり提案いたします。 

 次ページをお開きください。合併協定項目（案）。基本的協定項目。項目とし

まして左側に項目、右側に簡易な説明の方を計上させていただいております。 

 １、合併の方式、２、合併の期日、３、新市の名称、４、新市の事務所の位

置、５、財産及び債務の取り扱い。 

 次に合併新法に規定されている協定項目。６、議会議員の定数及び任期の取り

扱い、７、農業委員会委員の定数及び任期の取り扱い、８、地方税の取り扱い、

９、一般職の職員の身分の取り扱い、１０、新市基本計画、１１、地域自治区等

の取り扱いの６項目。 

 次に、その他必要な協定項目。１２、特別職の職員の身分の取り扱い、１３、

条例、規則等の取り扱い、１４、事務組織及び機構の取り扱い、１５、一部事務

組合等の取り扱い、１６、使用料、手数料等の取り扱い、１７、公共的団体等の

取り扱い、１８、補助金、交付金等の取り扱い、１９、自治会・行政連絡機構の

取り扱い、２０、町名・字名の取り扱い、２１、慣行の取り扱い、２２、国民健

康保険事業の取り扱い、２３、介護保険事業の取り扱い、２４、消防団の取り扱

い、２５、各種事務事業の取り扱いの１４項目となっております。 

 ２５の各種事務事業の取り扱いにつきましては、次ページの７３ページになり

ます。（１）の総務関係、（２）電算システム関係となっておりまして、下の方

に順次行きまして、１９項目にわたっております。 

 次ページをお開きください。参考資料といたしまして、合併協定項目の内容と

調整の流れということで、７４ページから８２ページにかけて説明の方をさせて

いただいております。 

 内容につきましては割愛させていただきますが、説明の方を、今回は編入合併

ということもありますので、記載の中身については、編入合併を基調とした説明

文とさせていただいております。 

 ８２ページをお開きください。中段のところに、各種事業の取り扱いというと

ころがありますが、ここを若干説明させていただきたいと思います。黒丸の中段

に、調整の流れとありまして、その下に分科会とあります。分科会については、

行財政の現況調査、事務事業の現況把握、その他整理・比較検討、調整案の検

討、原案の作成ということになっておりまして、右側の専門部会、その右側の方

に、幹事会というところで、Ａランクの調整項目の整理、Ｂランクの調整、Ｃラ

ンクの確認をさせていただきます。 

 その後、下の方になりますが、協議会の方に提案という形でＡランクの協議、

Ｂ、Ｃランクの確認をさせていただきます。 

 Ａ、Ｂ、Ｃランクづけでございますが、Ａランクにつきましては、住民生活に

かかわりが深く、合併の是非の材料となるような事業、Ｂランクにつきまして

は、幹事会までの行政レベルで調整可能な事項、Ｃランクにつきましては、専門

部会までの行政レベルで調整可能な事項ということで取り扱いをさせていただき

たいと思います。 

 続きまして、協議第９号に移らせていただきます。８３ページです。事務事業

一元化の基本的な考え方について。事務事業一元化の基本的な考え方について、

別紙のとおり提案いたします。 

 次ページをお開きください。事務事業一元化の基本的な考え方（案）。１、目

的、小林市、高原町、野尻町は、それぞれの歴史の中で培われたまちづくりを行

ってきた。このような中、小林市、高原町、野尻町が合併した場合、１市２町に
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おいて実施している制度や事務事業等について、これまでの各市町のまちづくり

の歩みを尊重するとともに、住民生活に及ぼす影響等に配慮しながら、一体化の

調整を行う必要があるため、合併協定項目の調整方針を定めるものとする。 

 ２、調整の基本原則、１、新市の速やかな一体性の確保に努めること。各種証

明書の発行や申請の手続、福祉サービスの利用、各種施設の利用など、住民生活

にかかわる事項は、住民生活に混乱を来さないよう、速やかな一体性の確保に努

めるものとする。 

 ２、新市における健全財政の確保に努めること。財政の確保に努めるととも

に、効率的な財政運営を心がけ、多様化・高度化する行政需要に対応できる財政

運営に努めるものとする。 

 ３、行政改革の観点から事務事業の見直しに努めること。最少の経費で最大の

効果を上げることを基本とした行政改革を推進し、事務事業の見直しに努めるも

のとする。 

 ４、住民サービス及び住民福祉の向上に努めること。１市２町で実施している

各種サービスについて、その内容に差異があるものについては、現行のサービス

水準を低下させないよう、できる限り調整に努めることとする。 

 ５、負担公平の原則に立ち、行政格差を生じさせないよう努めること。住民が

直接負担するもの（地方税や各種使用料、手数料等）については、その税率や料

金について、負担公平の原則に立ち、住民に不公平感を与えないよう配慮し、調

整に努めるものとする。 

 ６、新市移行期においてサービス負担の急激な変化に対し、激変緩和措置等の

適用について、十分な検討を行うこと。一元化することにより、住民生活に大き

な影響を与えることが予測されるものについては、激変緩和措置などの適用の必

要性について検討するものとする。 

 ３、調整方針、原則として小林市の制度等に統一することとする。この場合、

高原町、野尻町の住民サービスや住民生活に急激な変化を来さないよう、必要か

つ適正な配慮を加えるものとし、必要に応じて経過措置を設けることとする。 

 経過措置の期間については、合併年度及びこれに続く３年度間までとする。な

お、住民サービス、住民負担の適正化推進の観点から、特に必要があると認めら

れるときは、小林市の制度等の見直しなど、総合的な調整を行うものとする。 

 事務事業の調整方針。事務事業の調整方針は、おおむね次の分類のいずれかに

よることとする。 

 ア、小林市の制度等に統一（適用）する。１市２町間で相違があるが、小林市

の例に倣い調整し、新市発足の日から施行する事項。 

 イ、○○町の制度等を適用（統一）する。１市２町間で相違があるが、高原町

または野尻町の例に倣い調整し、新市発足の日から施行する事項。 

 ウ、現行のまま新市に引き継ぐ。１市２町で同一であるため、現行のまま新市

に引き継ぐ事項。 

 エ、当面現行どおりとし、合併○年をめどに新たな制度等を制定する。１市

２町間で相違があるが、新市発足の日から施行するよりも、新市において新市の

状況を見ながら新たな制度等を制定し、できるだけ速やかに調整する事項。 

 オ、合併後○年をめどに統合するよう調整に努める。１市２町間で相違があ

り、新市発足の日から当分の間は、旧市町の制度をそのまま適用し、いずれかの

時点で統合する事項。 

 カ、合併後○年をめどに廃止の方向で調整する。社会情勢の変化等により、制

度の必要性がなくなり、廃止することが適当な事項。新市発足の日の前日までに

廃止する事項と、新市発足の日から当分の間は旧市町の制度をそのまま適用し、

いずれかの時点で廃止する事項が考えられる。また、廃止する理由を明確に示す

必要がある。 

 上記は、基本的な表現の例であり、調整方針の作成に当たっては、時期や方法
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など、可能な限り具体的に表現するものとする。 

 具体的な表現についてでございますが、経過措置につきまして、３年度間まで

とするということでありますので、１年ないし３年度間の間に調整するという方

針のもと進めていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

 ありがとうございました。ただいま合併協定項目と事務事業一元化の基本的な

考え方の説明をいたしましたが、このことについて、何か御意見、御質問はあり

ませんでしょうか。お出しください。──御質問もないようでありますので、協

議第８号合併協定項目（案）、協議第９号事務事業一元化の基本的な考え方

（案）について、お諮りしたいと思いますが、この２つの議案につきまして、い

ずれも原案のとおり決定してもよろしゅうございますか。異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 異議なしと認めます。よって、協議第８号並びに協議第９号については、原案

のとおり決定をさせていただきます。 

 ちょっとお疲れのようでありますので、１０分程度ここで休憩をさせていただ

きます。 

 

午後3時35分休憩～午後3時45分再開 

 

 それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

 続きまして、協議第１０号合併の方式（案）、協議第１１号合併の期日

（案）、協議第１２号新市の名称（案）、協議第１３号新市の事務所の位置

（案）について、関連がありますので、４件を一括して議題に供します。 

 事務局より説明を願います。 

 事務局より協議第１０号から第１３号までを提案いたします。 

 まず、資料８７ページ、協議第１０号合併の方式についてでございますが、西

諸県郡高原町、野尻町の全区域を小林市の区域に編入する編入合併とするという

ことで、合併の方式を提案いたします。 

 次ページの８８、８９ページに編入合併と新設合併の比較表が参考として載せ

ております。９０ページまでです。 

 続きまして、協議第１１号、９１ページでございます。合併の期日について。

合併の期日については、市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第

５９号）の適用が受けられる期限である平成２２年３月３１日までに合併するこ

とを目指すものとするということで、提案いたします。 

 これについては、参考資料といたしまして、次ページの９２ページに合併の期

日の定義、意味等が記してございます。 

 続きまして、協議第１２号新市の名称についてでございますが、新市の名称は

小林市とするということで提案させていただきます。 

 続きまして、協議第１３号新市の事務所の位置について。新市の事務所の位置

は、現在の小林市役所（小林市大字細野３００番地）とする。編入された現在の

高原町役場、野尻町役場の位置に総合支所を置き、それぞれ高原庁舎、野尻庁舎

と呼称する。現在の紙屋支所については、出張所とするということで、提案いた

します。 

 以上です。 

 ありがとうございました。ただいま説明をいたしましたが、この４つの件につ

きまして、何か御質問等があればお出しください。──御意見、御質疑もないよ

うでありますので、協議第１０号から協議第１３号までは、原案のとおりお認め

いただくことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決定をさせていただきます。 

 次に、協議第１４号小委員会付託事項について並びに協議第１５号新市基本計

画策定方針について、２議案を一括議題に供します。 

 事務局より説明を願います。 

 計画グループの鶴水でございます。よろしくお願いいたします。協議第１４号

小委員会付託事項について。９５ページをごらんいただきたいと思います。議会

議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取り扱い及び新市基本計画・地域自

治区等の取り扱いに係る協議について、次のとおり提案いたします。 

 議会議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取り扱いについて、小委員会

に付託する。新市基本計画・地域自治区等の設置の検討について、小委員会に付

託する。 

 ９６ページをごらんいただきたいと思います。議会議員・農業委員会の委員の

定数及び任期等の取り扱い小委員会の設置について（案）。 

１、設置、議会議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取り扱いの協議に

当たり、小林市・高原町・野尻町合併協議会規約第１１条の規定に基づき、議会

議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取り扱い小委員会（以下「議員・農

業委員取り扱い小委員会」という。）を設置する。 

 ２、所掌事務、議員・農業委員取り扱い小委員会は、次に掲げる事項につい

て、調査または審議等を行う。 

 （１）議会議員・農業委員会の委員の定数及び在任期間等の取り扱いに関する

こと。 

 （２）その他議会議員・農業委員会の委員の定数及び在任期間等の取り扱いに

関し必要な事項。 

 ３、組織、議員・農業委員取り扱い小委員会は、２号委員から小林市４人、高

原町、野尻町各２人、３号委員から小林市４人、高原町、野尻町各２人を選任

し、委員１６人以内で組織いたします。９７ページから１００ページは、参考資

料でございます。 

 １０１ページをごらんいただきたいと思います。新市基本計画・地域自治区等

設置検討小委員会の設置について（案） 

 １、設置、新市基本計画の策定及び地域自治区等の設置検討の協議に当たり、

小林市・高原町・野尻町合併協議会規約第１１条の規定に基づき、新市基本計

画・地域自治区等設置検討小委員会（以下「新市まちづくり小委員会」とい

う。）を設置する。 

 ２、所掌事務。新市まちづくり小委員会は、次に掲げる事項について、調査ま

たは審議等を行う。 

 （１）新市基本計画の策定に関すること。 

 （２）地域自治区等の設置の検討に関すること。 

 （３）総合支所機能に関すること。 

 （４）その他必要な事項。 

 ３、組織。新市まちづくり小委員会は、２号委員から小林市２人、高原町、野

尻町各１人、３号委員から小林市５人、高原町、野尻町各２人を選任し、委員

１３人以内で組織する。 

 １０２ページから１０６ページは参考資料でございますが、なお、両小委員会

の委員名簿が、それぞれ１１４ページから１１５ページにございますので、確認

をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 続きまして、１０６ページをごらんいただきたいと思います。協議第１５号新

市基本計画策定方針について。新市基本計画策定方針について、次のとおり提案

申し上げます。 

 １０７ページを読み上げて説明させていただきます。新市基本計画の策定方針
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（案）。 

 １、計画策定の趣旨。本計画は、小林市、高原町、野尻町（以下「１市２町」

という。）が持つそれぞれの地域の自然や環境に配慮するとともに、歴史・文

化・伝統等を尊重し、１市２町が合併した場合のまちづくりの基本方針を定め、

各市町の総合計画を踏まえて、総合的な基本計画を策定するものとする。 

 これにより、１市２町の速やかな一体化を促進し、住民福祉の向上と新市全体

の均衡ある発展を図る具体的な施策の方向を示すものとする。 

 ２、計画策定の指針。 

 （１）合併後の新市の施策については、有効性・効率性や緊急性・地域性など

を十分検証し、真に必要なまちづくりに資する事業を選定する。 

 （２）単にハード面の整備充実だけでなく、ソフト面にも十分配慮した計画と

する。 

 （３）公共施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよ

う十分配慮し、地域性や財政事情等を考慮しながら行うものとする。 

 （４）地方交付税、国・県補助金、地方債などの依存財源を過大に見積もら

ず、健全な財政運営に裏づけられた計画とする。 

 （５）本計画の実施を通して、地域住民の生活水準、文化水準等を高める役割

を担うものとし、あわせて行政の組織及び運営の合理化を図るものとする。 

 ３、計画内容。 

 （１）計画の対象地域は１市２町の区域といたします。 

 開いていただきまして、１０８ページ、（２）計画の期間は、合併後おおむね

１０年間について定めるものといたします。 

 （３）計画の構成。本計画は、まちづくりの基本方針、それを実現するための

主要施策、公共的施設の適正配置と整備、財政計画を中心として構成する。 

 （４）財政計画。 

 ①策定の趣旨。財政計画は、新市基本計画に定められた施策を計画的に実施し

ていくために、今後の財政見通しを明らかにするとともに、長期的展望に立っ

て、限られた財源の効率的な運用を図るなど、適切な財政運営を行うために策定

するものである。 

 このため、財政計画は、現行制度を基本とし、新市の主要施策を推進するに当

たって、必要となる財源の見通しとその重点的・効率的な配分など、計画的な財

政運営を図る指針として策定する。 

 ②策定の基本的な考え方。合併後においても、健全な財政運営を行うことを基

本に策定するものとし、合併による歳出の削減効果、合併による市民負担やサー

ビス水準への影響、さらに国及び県による合併に係る財政支援等を反映させて策

定するとともに、新市基本計画を財政面から検証することとする。 

 １０９ページをごらんください。新市基本計画策定スケジュールの目安でござ

います。 

 まず本日、第１回の合併協議会におきまして、新市基本計画策定方針の確認を

いただきまして、県事業について、県との調整及び各市町の事業計画の把握、調

整を踏まえまして、第４回の合併協議会におきまして、新市基本計画（案）の提

出をいたしたいと思っております。その後、県との事前協議を踏まえ、８月予定

の第５回合併協議会によりまして、新市基本計画案の協議確認をいただき、さら

に県との正式協議をいたしまして、９月の第６回の合併協議会におきまして、新

市基本計画の決定をいただき、県知事、総務大臣への送付を経て、１１月には合

併協定書調印という運びで進めたいと考えております。 

 以上でございます。 

 ありがとうございました。ただいまの協議第１４号小委員会付託事項（案）並

びに協議第１５号新市基本計画策定方針（案）の２つの案件につきまして、何か

御意見、御質疑があればお出しください。──このことについては、これからで
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ありますので、きょうは基本的な考え方をお示しをしております。御質疑もない

ようでありますので、それではお諮りいたしますが、協議第１４号小委員会付託

（案）並びに協議第１５号基本計画策定方針（案）の２件については、これはい

ずれも原案のとおり決定するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 御異議なしと認めます。よって、協議第１４号並びに協議第１５号について

は、いずれも原案のとおり決定をさせていただきます。 

 ここで、次の案件に入る前に、確認事項に入る前に、訂正があるようでありま

すので、事務局から訂正をさせます。 

 先ほど協議いただきました協議第６号合併協議会予算（案）の中で、御訂正を

させていただきたいと思います。６５ページをお開きください。 

 歳入歳出予算事項の明細書の中の歳入でございますが、ここの２番目に諸収入

が、本年度のところが２と書いてあります。２,０００円でございます。そして、

その右の方にいきまして、比較というところが１万１,０００円になっております

が、ここも同じく２,０００円ということでございます。大変申しわけございませ

ん。おわびして訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 以上のように、御訂正方お願いをいたします。 

 では次に、確認事項につきまして、事務局長より説明をいたさせます。事務局

長。 

 それでは、確認事項について説明いたします。参考資料の１１１ページをお開

きください。 

 まず、第２回小林市・高原町・野尻町合併協議会の開催についてでございます

が、日時が平成２０年５月２９日の木曜日、午後１時３０分から。場所は高原町

総合保健福祉センター「ほほえみ館」の神武ホールで行いますので、よろしくお

願いいたします。 

 ２番目に、第１回議会議員・農業委員会委員の定数及び任期等の取り扱い小委

員会開催についてでございますが、協議会と同日の午前１０時から、場所も同場

所の中研修室で行います。委員の方はよろしくお願いいたします。 

 次に、第１回新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会開催についてでご

ざいますが、日時は協議会と同日の午前１０時から。場所については、同ほほえ

み館の中研修室となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 以上、確認事項でありますが、そのとおり取り計らいますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

 以上で、お諮りすべき協議事項、そのほかについては終了いたしましたが、そ

の他というのは何かあるんですか。ないですか。こちらにはないようなんです

が、皆さん方の方で、この際何か一言言っておきたいということがありました

ら、ありませんでしょうか。どうぞ。小林市の小畠さん。 

 先ほど確認事項で、小委員会の日程が５月２９日、１０時からというふうにさ

れておりますが、基本的には、その小委員会で次回の日程を決めるのか。あるい

は今後合併協議会が午後からありますが、小委員会はその午前中に行われるのか

を確認したいと思います。 

 事務局。 

 お答えします。小委員会は、合併協議会が午後から行われますので、同日の午

前中開催ということでお願いいたしたいと思います。 

 よろしゅうございますか。ほかにありませんか。どうぞ。高原の竹之内さん。 

 小委員会のことでお尋ねしますけども、この小委員会というのは、７回という

計画でありますか。先日、高原で勉強会があったときなんですけれども、小委員

会は、ある程度回数が必要じゃないかなという意見も出たんですけども、どうお
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考えになるのか。 

 事務局。 

 御指摘いただきましたように、確かに小委員会につきましては、それぞれ重点

的に特定のことについて協議をいただくという意味では、回数が必要かと考えて

おります。今のところ、予算的には、５回を予定いたしておりますけれども、特

に今回、議会議員・農業委員会の委員の定数及び任期、そしてもう一方の方が、

新市基本計画と地域自治区等の設置ということで、大変内容の濃い小委員会にな

るかと考えております。それで、協議を進めていきます中で、全体のスケジュー

ル等も見通しながら、場合によっては、協議会と同日開催のほかに、その間に

１回入れさせていただくと、集中的に協議をいただく場合が今後出てくるかと思

います。そういうことも出てまいりますので、委員の皆様方にはお忙しいことか

と思いますが、よろしくお願いいたします。 

 よろしいですか。ほかにありませんか。どうぞ、見越さん。 

 ここで申し上げるべき問題かどうかわかりませんけれども、合併というのは大

変だと思うんです。１０人の職員の方が、日夜いろいろ短期間の間に作業される

わけでございます。御苦労でございますが、県の方に対する派遣申請とか、それ

は予定はないんでしょうか。合併支援室長もおいででございますが、前回のとき

は、県の方の派遣があったわけです。今回はそういう予定はないんでしょうか。

今の１０人で十分やっていけるということなんでしょうか。 

 私の方からお答えするのはどうかと思いますが、顧問としておいでいただいた

のは、県はもう１人いらっしゃる場合がありましたけども、土木事務所と振興

局、両方おいでになった場合があるんですが、合併推進室からはお一人だったん

です。御意見を、参考意見をお聞かせいただいたり、県で検討した方がよかろう

というような問題が出てまいりましたときには、持ち帰り願いまして、県の御意

見はその次の回にお出しいただくということで今のところ考えております。いか

がですか。 

 私どもは皆さんの御要望に基づきまして、対応させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 ほかにありませんか。──ないようでありますので、以上で私の責めを終わら

せていただきます。御協力ありがとうございました。 

 堀会長。議事進行、どうもありがとうございました。委員の皆様におかれまし

ても、お疲れさまでした。以上をもちまして、第１回協議会のすべてを終了いた

します。 

 なお、本日皆様に名札を用意しておりましたが、事務局の方で預かりますの

で、その場に置いて帰っていただきたいと思います。また、皆様の机に、それぞ

れバックとファイルが用意してあります。これからいろいろ、会議で相当な量の

資料になるかと思いますけれども、そのファイルの方につづっていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 それでは皆さん本日はどうもお疲れさまでした。 

 

午後4時7分閉会 

 

 

会議録署名委員  龍神 豊美 

 

会議録署名委員  原田 富雄 

 


